
ダイアナメンバーカード会員規約 

 

会員は、下記に定めるダイアナメンバーカード会員規約（これに付随する特約、規約等がある場合はこれを含む）の

各条項を契約内容とすることに同意するものとします。 

 

第一章 一般条項 

第 1条（会員） 

1.会員とは本規約を承諾の上、株式会社ダイアナ（以下「ダイアナ」といいます。）を通じて株式会社ジャックス

（以下「当社」といいます。）にダイアナメンバーカード会員の入会の申込みをされ、当社が入会を認めた日本国内

に居住する方をいいます。 

2.会員と当社との契約は、会員が当社に入会の申込みをし、当社が所定の審査のうえ、必要な手続きを完了したとき

に成立します。 

第 2条（カードの貸与・有効期限） 

1.当社は会員 1名につき、1枚のダイアナメンバーカード（以下「カード」といいます。）を発行し、貸与いたしま

す。なお、カードの所有権は当社に属します。 

2.会員は、当社よりカードを貸与されたときに直ちにカードの署名欄に自署しなければなりません。カードの券面に

は会員氏名、カード番号、カード有効期限等（以下「カード情報」といいます。）が表示されています。会員は、善

良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・管理・保管するものとします。 

3.カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等することはできません。 

4.会員は、カードを当社が運営するクレジットカード取引システムの利用以外の目的に使用することはできません。 

5.会員が第 2項から第 4項のいずれかに違反したことにより他人にカードを利用されたときは、会員は当該カード利

用代金についてすべて支払の責を負うものとします。 

第 3条（カードの利用可能枠） 

1.カードの利用可能枠は、当社が審査し決定した枠までとします。但し、当社が会員のカード利用状況もしくは支払

状況又は信用状態等により適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の手続を行うことができるも

のとします。 

(1)利用可能枠を増枠又は減枠すること。 

(2)当社から複数枚のカードを貸与された会員に対して会員単位の利用可能枠（以下「総利用可能枠」といいます。）

を別に定め、各カードの合計利用残高を総利用可能枠の範囲に制限すること。 

2.前項の定めにかかわらず、支払方法が第二章カードショッピング条項第 2 条第 1 項で定める翌月 1回払以外のカー

ドショッピングの利用可能枠は、当社が割賦販売法の規制に基づき会員単位で別に定める割賦販売ショッピング利用

可能枠までとし、割賦販売ショッピング利用可能枠の増枠は当社が認めた場合のみとします。会員の翌月 1回払以外

のカードショッピング利用残高が第 1項で決定した利用可能枠の範囲内であっても、割賦販売ショッピング利用可能

枠を超える場合は新たに翌月 1回払以外のカードショッピングを利用することはできないものとします。また、会員

が当社から複数枚のカードを貸与されている場合、各カードの翌月 1回払以外のカードショッピング合計利用残高は

割賦販売ショッピング利用可能枠の範囲を超えないものとします。なお、当社が、当社又は他社における翌月 1回払

以外のカードショッピング利用状況もしくは支払状況又は信用状態並びに割賦販売法の規制等により必要と認めた場

合は、会員に通知することなく、いつでも割賦販売ショッピング利用可能枠を減枠できるものとします。 

3.会員は当社が認めた場合を除き、第 1項及び第 2項に定めるカードの利用可能枠（以下「各利用可能枠」といいま

す。）を超えるカード利用（各利用可能枠の対象となるカード利用のことをいい、以下本項において同様としま

す。）はできないものとします。また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、各利用

可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。 

第 4条（カードの機能） 



会員は、ダイアナの各店舗等（以下「加盟店」といいます。）でカードを利用して商品・権利の購入やサービスの提

供（以下「カードショッピング」といいます。）を受けることができます。なお、カードの取引（ご利用）目的は生

計費決済となります。 

第 5条（お支払） 

1.カードショッピングの利用代金及び手数料（以下「カードショッピングの支払金」といいます。）は当社に支払う

ものとします。 

2.カードショッピングの支払金（以下「カード利用による支払金」といいます。）その他本規約に基づく会員の当社

に対する一切の支払債務（以下「カード利用による支払金等」といいます。）は、日本円により、会員があらかじめ

約定した当社の指定する金融機関の口座（以下「指定口座」といいます。）に対して、口座振替の方法により支払う

ものとします。なお、当社が認めた場合又は事務上の都合により、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口

座への振込又はコンビニエンスストアでの入金などによりお支払いいただく場合があります。 

3.カード利用による支払金は、原則として毎月末日に締切り、会員は、締切日の翌月から毎月 27日（金融機関が休業

日の場合は翌営業日とします。カード利用による支払金は支払日の前日までに指定口座にご用意願います。）に、カ

ード利用による支払金を前項の方法により支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の 27日（金

融機関が休業日の場合は翌営業日とします。）以降にお支払いいただくことがあります。また、会員の都合によりお

支払いいただけない場合で当社が適当と認めたときは、当社は金融機関に再度口座振替の依頼をすることができるも

のとします。 

4.会員は、当社が、前項に定める支払いその他の会員が当社に対して負う債務の支払いについて、当社及び金融機関

所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合には、翌営業日の支払いと

して取り扱うことができることに異議がないものとします。 

5.会員はご利用代金明細書を毎月確認するものとし、ご利用代金明細書の内容に異議がある場合には、ご利用代金明

細書受領後 10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。 

第 6条（カード利用による支払金等の充当順位） 

会員の返済した金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済さ

せるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務に充当しても

異議のないものとします。但し、会員があらかじめ指定し、当社が認めた場合にはこの限りではありません。 

第 7条の 1（カードの紛失・盗難等） 

1.会員のカードが利用された場合には、他人によるカードの利用であっても、そのカード利用に係るカード利用によ

る支払金等相当額は本会員の負担とします。 

2. 会員は、ジャックスカード会員保障制度にご加入いただきます。 

3.会員は、カードの紛失又は盗難等があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨

を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。また、会員は当社又は当社が指定する者の

調査に協力するものとします。 

4.第 1項の定めにかかわらず、会員が前項の手続を行った場合、カード利用による支払金等相当額の支払債務につい

ては、そのカード利用がカードの紛失又は盗難等により、他人に不正利用された不正利用事故による損害金につい

て、200万円を限度として当社にて負担するものとします。 

5.前項の定めにかかわらず、下記のいずれかに該当する場合には、会員は、カード利用による支払金等相当額の支払

債務について免責されないものとします。 

(1)紛失又は盗難等が会員の故意又は重大な過失に起因する場合。 

(2)会員の家族・同居人・留守人・関係人によってカードが利用された場合。 

(3)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失・盗難が生じた場合。 

(4)カードを他人に譲渡又は貸与する等、本規約に違反する状況において紛失又は盗難等が生じた場合。 

(5)カード利用に際し、暗証番号の入力が伴う場合。（本章第 3条第 2項但し書きの場合を除きます。） 



(6)紛失若しくは盗難等又はカードの不正利用に係る会員の届出内容が虚偽である場合。 

(7)会員が正当な理由なく、当社又は当社が指定する者の調査等に協力しない場合。 

6.本会員が脱会又は会員資格を喪失した場合は同時にジャックスカード会員保障制度の適用資格を失うものとしま

す。 

7.カードは紛失・盗難・毀損・滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。この場合には、当社の定める方

法等によりカード再発行手数料として 500円（うち消費税 50円）をお支払いただきます。なお、カードを再発行し

た場合にはカード情報が変更となることがありますが、当該変更に起因する諸手続は会員が行うものとします。 

第 7条の 2（第三者による偽造カード又はカード情報の使用） 

1.会員のカード情報をもとに作出された偽造カード又はカード情報若しくはカード番号に係る ID番号等（以下「カー

ド情報等」といいます。）の他人による利用のおそれがあることを会員が認知した場合には、速やかにその旨を当社

に届出するものとします。 

2.前項の届出を受けた場合又はカード情報等が他人により利用されたおそれがある場合には、当社はカードの利用及

び管理の状況又はカード情報等の他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対し

て、説明、資料提出その他当社の行う被害状況等の調査への協力を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずる

ものとします。 

3.前項に規定する場合、会員は当社の請求により、カード情報等の他人による利用を防止するために必要な協力をす

るものとします。 

4.第三者が会員のカード情報等を使用したことによるカードの利用による支払金等相当額について、本会員は支払の

責を負わないものとします。 

5.前項の定めにかかわらず、下記のいずれかに該当する場合には、会員は、カードの利用による支払金等相当額の支

払債務について免責されないものとします。 

(1)会員がカード情報を他人に提供し、又はカード情報等の漏えいについて会員に重大な過失がある場合。 

(2)会員の家族・同居人・留守人・関係人がカード情報等を他人に提供又はカード情報等の漏えいに関与した場合。 

(3)第 1号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用又はカード情報等の利用について、会員に故意又は重大な過

失がある場合。 

(4)第 2号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用又はカード情報等の利用について、会員の家族・同居人・留

守人・関係人が関与した場合。 

(5)会員が第 2項の調査に協力せず、又は説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場

合。 

(6)当社が第 3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合。 

6.会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は本会員に対し、カード情報等の他人による利用に起因

して当社に生じた損害であって第 4項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。 

(1)前項第 1号又は第 3号の事由がある場合。 

(2)第 2項の調査において虚偽の説明をした場合。 

(3)前号の場合を除き、前項第 5号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意又は重大な過失があると

き。 

第 8条（会員資格の喪失とカードの利用停止・返却） 

1.会員が、次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなく当社が貸与したすべてのカードの利用に

ついて、全部又は一部の停止、会員資格の喪失、法的措置、その他必要な措置をとることができるものとします。ま

た、当社はこれらの措置とともに加盟店にカードの無効を通知することがあります。 

(1)入会、届出、調査等に際し虚偽の申告をした場合。 

(2)本規約のいずれかに違反した場合。 

(3)当社に対する支払債務の履行を 1回でも怠った場合。 



(4)本章第 9条の各項及び第 14条の 2の各項のいずれかに該当した場合。 

(5)カード又は当社とのその他の契約に係る利用状況もしくは支払状況又は当社もしくは他社における信用状態等が適

当でないと当社が判断した場合。 

(6)会員が死亡した場合。 

(7)会員が日本国内に居住しなくなった場合。 

(8)本会員が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合において、適法な在留資格・在留期間を保持している旨

を当社が確認できない場合、又は当社が収集した情報等により当該会員が適法な在留資格・在留期間等を保持してい

ないと当社が判断した場合。 

(9)当社が会員に対して送付したカード（再発行カードを含みます。）について、当社所定期間内に受領されない場

合。 

(10)犯罪、資金洗浄、カードのショッピング利用枠の現金化（現行紙幣・貨幣を購入することを含みます）・換金、

ポイントの不正取得を目的としたカード利用、又はその疑いがあるカード利用等、カードの利用状況が不適切又は不

審であると当社が判断する場合。 

(11)当社が行う本会員に係る各種確認や資料の提出の依頼等の調査にご協力いただけない場合。 

(12)会員が自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の委託先・派遣元等の従業員（以下「従業員等」という。）に

対して、以下に掲げる行為、又は当該従業員等の就業環境を害するおそれのある行為をした場合。 

(ｱ)暴言、誹謗中傷、威圧的な言動、性的な言動、従業員等の人格を攻撃する言動又は従業員等個人に対する攻撃的言

動・要求。 

 (ｲ)長時間にわたる時間的拘束（電話によるものを含む。）、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要

求、又は従業員等の業務に支障が生じるような対応の要求。 

 (ｳ)上記(ｱ)(ｲ)のほか、従業員等の心身又は就業環境を害するおそれのある行為。 

 (ｴ)法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求。 

 (ｵ)上記(ｱ)(ｲ)(ｳ)(ｴ)のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不

相当な行為。 

(13)その他当社が会員として不適格と判断した場合。 

(14)加盟店の定める各クラブ規約に基づくダイアナメンバー資格を喪失した場合。 

2.会員のカード及びカード情報が第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、当社はカードの利用

を停止することができるものとします。なお、この場合において不正被害を防止するために、当社が必要と認めた場

合、カード番号を変更したカードに差し替えすることについて会員は異議なく同意するものとします。 

3.当社と加盟店間の提携契約が終了したときは、当該カードの有効期間にかかわらず当社会員に対する通知をもって

カードの利用を停止させることができるものとします。 

4.会員が第 1項のいずれかに該当し、又は前項の場合において、当社又は当社の委託を受けた者よりカードの返却を

求められたときは、会員は直ちにカードの返却を行うものとします。また、会員は、本規約に基づく当社に対する債

務については、カードの利用停止又は会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払の責を負うものとします。 

第 9条（反社会的勢力の排除） 

1. カードの入会申込者及び会員は、カードの入会申込者及び会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明

し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1)暴力団。 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者。 

(3)暴力団準構成員。 

(4)暴力団関係企業。 

(5)総会屋等。 

(6)社会運動等標榜ゴロ。 



(7)特殊知能暴力集団等。 

(8)前各号の共生者。 

(9)テロリスト等（疑いがある場合を含む）。 

(10)日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者。 

(11)その他前各号に準ずる者。 

2.カードの入会申込者及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確

約いたします。 

(1)暴力的な要求行為。 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。(5)その他前

各号に準ずる行為。 

3.カードの入会申込者及び会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、カードの入会

申込者及び会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、カード

の入会申込者及び会員は、これに応じるものとします。 

4.カードの入会申込者及び会員が第 1項もしくは第 2項のいずれかに該当した場合、第 1項もしくは第 2項の規定に

基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、カード入会を認めること、又はカー

ドの利用を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、カード入会申込を認めることを拒絶し、

又は会員資格を喪失させることができるものとします。会員資格が喪失した場合、会員は、当然に期限の利益を失

い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 

5.第 4項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用（以下「損害等」といいます。）が生じた場合には、カー

ドの入会申込者及び会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第 4項の規定の適用により、カードの

入会申込者及び会員に損害等が生じた場合にも、カードの入会申込者及び会員は、当該損害等について当社に請求を

しないものとします。 

6. 第 4項の規定に基づき会員資格が喪失した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、当該未払債務が完済さ

れるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。 

第 10条（会員の都合による脱会） 

会員が都合により脱会するときは、当社所定の届出をするとともに当社にカードを返却するか、当社の指示により会

員においてカードを裁断し破棄するものとします。但し、当社に脱会の申出をした場合であっても、本規約に基づく

会員の当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。なお、会員は、本規約に基づく当社

に対する債務については、脱会の申出後も本規約の定めに従い支払の責を負うものとします。 

第 11条（期限の利益喪失） 

1.会員が、翌月 1回払のカードショッピングの支払金の支払を 1回でも遅滞したときは、当然に期限の利益を失い当

社に対する当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。 

2.会員が次のいずれかに該当したとき（但し、第 3号から第 6号までの事由については、当社が当該事由の発生を知

ったとき）は、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。 

(1)カードショッピングの支払金のいずれか一つでも支払を遅滞し、当社から 20日間以上の相当な期間を定めてその

支払を書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までにお支払いのなかったとき。但し、第 2号の場合を除く。 

(2)売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法

第 35条の 3の 60第 1項に該当する場合は、カードショッピングの支払金の支払を 1回でも遅滞したとき。 

(3)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。 

(4)強制執行、保全処分又は滞納処分を受けたとき。 



(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算、清算、その他倒産手続の申立てを受けたとき又は自らこ

れらの申立てもしくは調停・特定調停の申立てをしたとき。 

(6)カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をし又はカードを利用して購入した商品・権利を質入れ、譲渡、

賃貸するなど当社が有する商品・権利の所有権を侵害する行為をしたとき。 

3.会員が次のいずれかに該当したときは、当社の通知又は請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債

務を直ちにお支払いいただきます。 

(1)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 

(2)第三者に債務整理等の委任をすること、その他信用状態が著しく悪化したとき。 

第 12条（届出事項の変更等） 

1.会員は、当社に届出た会員の自宅住所・氏名・取引目的・職業・勤務先・連絡先電話番号・指定口座等（以下「届

出事項」といいます。）について変更があった場合には、遅滞なく、所定の届出書又は電話もしくはインターネット

等の当社所定の方法により、届出事項及び年収、世帯主の内容等割賦販売法等に基づき当社が必要とする事項を当社

に届出又は通知するものとします。 

2.会員は、前項の届出又は通知を怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合

でも、当社が通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項の届出

又は通知を行なわなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 

3.会員が当社に対して第 1項に定める届出又は通知を行わなかったときであっても、当社が適法・適正に収集した会

員の個人情報その他の情報により届出事項に変更があったと判断した場合には、当社は当該届出事項について第 1項

の届出又は通知があったものとして取扱うことがあり、会員はこれを異議なく承諾するものとします。 

4.会員は、当社に届出た自宅住所とは別の住所をご利用代金明細書の送付先として申出することができるものとしま

す。但し、この場合であっても、当社が法令又はその他合理的な理由により必要と認めた場合は、当社はご利用代金

明細書を自宅住所宛てに送付するものとします。なお、ご利用代金明細書以外の送付物（カードの送付、お支払いに

関するご通知等の送付、その他事務処理に関する通知等の送付など。）の送付先については、会員が当社に届出た自

宅住所と別の住所にすることはできないものとします。 

第 13条（住民票等取得の同意） 

カード入会申込者及び会員は、本申込みを行う者が申込書に記載されたカード入会申込者又は会員に相違ないことを

確認するため並びに契約成立後の債権管理のため、当社が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄抄本、戸

籍の附票の写し等を取得し利用することに同意します。 

第 14条の 1（犯罪収益移転防止法に基づく対応の同意） 

1.カード入会申込者及び会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止

法」といいます。）に基づき、本人特定事項の確認（以下「本人確認」といいます。）を求められることに関して、

以下の事項に異議なく同意するものとします。 

(1)当社から運転免許証・健康保険被保険者証等の公的資料又はその写し（以下これらを総称して「本人確認書類」と

いいます。）の提示・提出を求められたときはこれに協力すること。 

(2)犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して当社が本人確認業務を委託する場合が

あること。 

(3)当社に提出された本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されないこと。 

(4)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会

員資格を喪失させること、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあること。 

2.カード入会申込者及び会員は、外国の重要な公的地位（政府高官、大使、公使、政府系法人の役員等）を現在もし

くは過去に有する者又はその家族（犯罪収益移転防止法施行令第 12条第 3項各号に掲げる者であって、以下「外国

PEPs」といいます。）に該当する場合（入会後に該当することとなった場合を含みます。）は、以下の事項に異議な

く同意するものとします。 



(1)外国PEPsに該当する旨及びその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。 

(2)当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。 

(3)当社所定の期間内に追加の本人確認書類の提出・提示がない場合、入会をお断りすることや会員資格を喪失させる

こと、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあること。 

(4)追加で当社に提出された本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されない

こと。 

※外国PEPsの詳細は、当社ホームページURL（https://www.jaccs.co.jp/service/peps.html）にてご案内しておりま

す。 

第 14条の 2（犯罪収益等隠匿行為等の禁止） 

1.会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為を目的として、又はその手段として、本契約を締結してはならず、

また、本契約に基づくサービスを利用してはならないものとします。(1)犯罪収益移転防止法に定める犯罪収益等の取

得もしくは処分につき事実を仮装し又は犯罪収益等を隠匿すること。(2)国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七

号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法に基づき国際テロリストとして公

告された者その他テロリスト又はテロリスト団体との間で取引を行うこと。(3)外国為替及び外国貿易法に定める経済

制裁対象者又は経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。(4)米国OFAC規制により規制され

る取引を行うこと。(5)その他、前号各号に類する行為。 

2.当社は、会員が前号各号に該当する行為を行ったと疑うに足りる相当の理由があるときは、会員に対し、当該行為

に関する説明又は資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応じるものとします。 

第 15条（規約の変更） 

1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び

効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表、その他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更するこ

とができるものとします。 

(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 

(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に

照らし、合理的なものであるとき。 

2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法又は当社から会

員に通知する方法（必要があるときにはその他相当な方法を含む）により会員に周知した上で、本規約を変更するこ

とができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対

する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 

第 16条（準拠法） 

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。 

第 17条（合意管轄裁判所） 

会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又は当社の本社

又は本部又は支店を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとしま

す。 

 

第二章カードショッピング条項 

第 1条（カードショッピングの利用） 

1.会員は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名を行なうことにより商品の購

入を受けることができます。 

2.郵便・ファクシミリ・電話等による取引を当社があらかじめ承認した場合は、カードの提示に代えて取引申込書に

カード番号、会員の氏名・住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に前記の事項を告知することにより

カードの取引を行うことができます。 

https://www.jaccs.co.jp/service/peps.html


3.インターネット等各種ネットワークによる取引を加盟店と行う場合は、カードの提示に代えてカード番号、会員の

氏名・住所等をインターネットその他各種ネットワーク通信によって加盟店に送信することによりカードの取引を行

うことができます。 

4.会員のカードショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利又は提供されるサービスの種類等によっ

ては、事前に当社の承認が必要となる場合があります。この場合、会員は加盟店が当社に対してカードショッピング

利用に関する照会を行うこと及び当社が電話等の方法により直接又は加盟店を通じて会員本人の利用であることを確

認することをあらかじめ承諾するものとします。 

5.会員が加盟店でカードショッピングをした場合、会員はカード利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払す

ることを当社に委託するものとします。その場合、会員は、当該譲渡に際し、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除

の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁その他抗弁（但し、第二章第 7条の支払停止の抗弁を除

きます。）を主張しないことをあらかじめ承諾するものとします。6.カードショッピングを利用して購入した商品・

権利の所有権は、当該カードショッピングの支払金完済まで当然に当社が有することを会員は異議なく承諾するもの

とします。 

第 2条（カードショッピングの支払金の支払方法） 

1.カードショッピングの支払金の支払方法は、翌月 1回払・回数指定分割払・ボーナス併用回数指定分割払・残高ス

ライド元金定額リボルビング払（以下「リボルビング払」といいます。）のうちから会員がカード利用の際に指定し

た方法によるものとします。 

2.(1)会員が翌月 1回払、回数指定分割払、ボーナス併用回数指定分割払のいずれかを指定した場合の支払回数、支払

期間、回数指定分割払手数料の利率等は表 1のとおりになります。但し、ボーナス併用回数指定分割払の実質年率は

表 1と異なる場合があります。 

(2)会員がスキップ払で翌月 1回払を指定した場合、通常の支払開始月の翌月から最大 5ヶ月、会員がスキップ払で回

数指定分割払・ボーナス併用回数指定分割払を指定した場合、通常の支払開始月の翌月から最大 3ヶ月、それぞれ支

払開始月を据え置きして支払うことができ、支払回数、支払期間、回数指定分割払手数料の利率等は表 2のとおりに

なります。但し、ボーナス併用回数指定分割払の実質年率は表 2と異なる場合があります。 

【表１】 

(a)支払回数 1回 3回 6回 10回 12回 15回 20回 24回 

(b)支払期間(ヶ月) 1 3 6 10 12 15 20 24 

(c)実質年率(％) 0.00 19.75 18.00 16.25 17.50 15.75 15.50 15.00 

(d)利用代金 100円当たりの回数

指定分割払手数料の額(円) 

0.00 3.30 5.30 7.50 9.60 10.75 14.00 16.20 

 

【表 2】 

(a)支払回数 ｽｷｯﾌ  ゚

1回 

ｽｷｯﾌ  ゚

3回 

ｽｷｯﾌ  ゚

6回 

ｽｷｯﾌ  ゚

10回 

ｽｷｯﾌ 

ﾟ 12回 

ｽｷｯﾌ  ゚

15回 

(b)支払期間(ヶ月) 2～6 4～6 7～9 11～13 13～15 16～18 

(c)実質年率(％) 0.00 16.50～ 

18.25 

16.25～ 

17.25 

15.25～ 

15.75 

16.25～ 

17.00 

15.00～ 

15.50 

(d)利用代金 100円当たりの回数

指定分割払手数料の額(円) 

0.00 3.80～ 

4.80 

5.80～ 

6.80 

8.00～ 

9.00 

10.10～ 

11.10 

11.25～ 

12.25 

 

 

 



(a)支払回数 ｽｷｯﾌ  ゚

20回 

ｽｷｯﾌ  ゚

24回 

(b)支払期間(ヶ月) 21～23 25～27 

(c)実質年率(％) 15.00～ 

  15.25 

14.25～ 

14.75 

(d)利用代金 100円当たりの回数

指定分割払手数料の額(円) 

14.50～ 

15.50 

16.70～ 

17.70 

(3)お支払いいただくカードショッピングの支払金の支払総額は、カードショッピングの利用代金に表 1又は表 2の

(d)の割合を乗じた額を加算した金額となります。 

（表 1の場合の例）現金価格 50,000円 10回払の場合 

●支払総額 

50,000円＋50,000円×（7.5円/100円）＝53,750円 

●月々の分割支払金 

53,750円÷10回＝5,375円 

(4)月々の分割支払金は、カードショッピングの支払金の支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、月々の

分割支払金の単位は 1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。 

(5)ボーナス併用回数指定分割払のボーナス支払月は、夏期 7月、冬期 12月とし、最初に到来したボーナス月よりお

支払いいただきます。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカードショッピングの利用代金の 50．00％

とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、ボーナス支払月の加算金額は、1,000円単位で均等分割できる金額とし

ます。）し、その金額を月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。 

3.(1)会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の弁済金（※1）の支払元金は当社が設定した金額のうちから会員

が申込み時に指定した金額（但し、指定がない場合は、当社の指定した金額）とします。支払元金が申込み時に指定

した金額以下となる場合は、残金全額とし、包括信用購入あっせんの手数料（※2）をこれに加算してお支払いいた

だきます。包括信用購入あっせんの手数料は毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して

1.40％を乗じた額とします。 

●包括信用購入あっせんの手数料の料率 

実質年率 16.80％ 

(2)弁済金の具体的算定例は次のとおりです。 

（例）毎月の支払元金が 5,000円の場合で、利用残高が 50,000円のとき 

●支払元金 5,000円 

●包括信用購入あっせんの手数料（※2） 

 50,000円×16.80％／12ヵ月＝700円  

●弁済金（※1） 

5,000円＋700円＝5,700円 

※1 カードショッピングのリボルビング払における月々の支払金額のことをいいます。 

※2 カードショッピングのリボルビング払における手数料のことをいいます。 

(3)会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月のカードショッピングの支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払

ができるものとします。 

4.会員は、分割手数料又は包括信用購入あっせんの手数料の料率が金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には

変動することに異議がないものとします。また、リボルビング払の場合、第一章第 15条の規定に従って、当社から

料率変更を通知した後は、通知した時点におけるカードショッピングのリボルビング利用元本残高の全額に対しても

改定後の料率が適用されることに会員は異議がないものとします。 

第 3条（費用・公租公課等の負担） 



1.本会員は、カードショッピング利用による支払金の遅滞等、会員の責に帰すべき事由により生じた、次の費用を当

社に支払っていただきます。 

(1)当社が訪問集金したときは訪問集金費用として当社所定の手数料。 

(2)当社が第一章第 14条第 2項第 1号に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。 

(3)当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたとき、又は当社が振込用紙等を送付したときは、システム処理料、事

務手数料の費用として当社所定の手数料。 

2.本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税及び地方消費税その他の公租公課は本会員が負担するものと

し、消費税率及び地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても本会員が負担するものとします。 

第 4条（遅延損害金） 

1.会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金又は

弁済金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

(1)支払方法が翌月 1回払以外の取引については当該分割支払金に対し年 14.60％を乗じた額あるいはカードショッピ

ングの支払金の全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法第 35条の 3の 60第 1項に該当

する取引の場合を除く。 

(2)リボルビング払、支払方法が翌月 1回払、又は支払方法が翌月 1回払以外であっても割賦販売法第 35条の 3の 60

第 1項に該当する取引もしくは割賦販売法に定めがない権利に関する取引については、当該支払金又は弁済金に対

し、年 14.60％を乗じた額。但し、売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業の

ためのものである場合を除く。 

(3)売買契約等に基づく商品等購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引につ

いては、当該支払金又は弁済金に対し、年 20.00％を乗じた額。 

2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払

金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

(1)前項第 1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。 

(2)前項第 2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.60％を乗じた額。 

(3)前項第 3号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 20.00％を乗じた額。 

第 5条（早期完済の場合の特約） 

会員は、分割支払金を弁済期よりも前に支払うことができるものとします。この場合、会員が当初の契約のとおりに

カードショッピングの支払金の支払を履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会

員は 78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の回数指定分割払手数料のうち当社

所定の割合による金額の払戻を当社に請求できるものとします。 

第 6条（見本・カタログ等と提供内容の相違） 

会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品・権利又は役務が見本・カ

タログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員は加盟店に商品の交換又は再提供を申出るか又は当該

売買契約等の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は会員は速やかに当社に対

し、その旨を通知するものとします。 

第 7条（支払停止の抗弁） 

1.会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務につい

て、支払を停止することができるものとします。 

(1)商品の引渡し、権利の移転、又は役務の提供がなされないこと。 

(2)商品・権利・役務に破損・汚損・故障その他の契約の内容に適合しない事由があること。 

(3)その他、商品・権利の販売、又は役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 

2.当社は、会員が前項の支払の停止を行なう旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。 



3.会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ第 1項各号の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努める

ものとします。 

4.会員は、第 2項の申出をしたときは、速やかに第 1項各号の事由を記載した書面（資料がある場合には資料添付の

こと。）を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1項各号の事由について調査する必要があると

きは、会員はその調査に協力するものとします。 

5.第 1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。 

(1)売買契約、役務提供契約の目的・内容が会員にとって営業のためのもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個

人契約を除く。）であるとき。 

(2)前号に定める場合のほか、割賦販売法第 35条の 3の 60第 1項各号に該当する商品・権利の販売、又は役務の提供

である場合。 

(3)回数指定分割払及びボーナス併用回数指定分割払の場合で、1回のカード利用に係る支払総額が 4万円に満たない

とき。 

(4)リボルビング払の場合で、1回のカード利用に係る現金価格が 3万 8千円に満たないとき。 

(5)会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。 

(6)会員の指定した支払方法が翌月 1回払であるとき。 

(7)割賦販売法の定める指定権利以外の権利であるとき。 

6.当社がカードショッピングの支払金の残額から第 1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したとき

は、会員は控除後のカードショッピングの支払を継続するものとします。 

第 8条（カードショッピングの禁止行為） 

会員は、次のいずれかに該当するカードショッピングの利用を行ってはならないものとします。 

(1)換金を目的とした商品もしくは権利の購入又は役務提供の受領に係るもの。 

(2)国又は地域において法定通貨として定められ流通している紙幣又は貨幣（但し、記念通貨その他これに類する通貨

収集用のものを除きます。）の購入のためのもの。 

(3)金融商品取引法の対象である株式・投資信託・ＦＸ・デリバティブ等の金融商品の購入のためのもの。(4) 暗号資

産の購入のためのもの（但し、当社ウェブサイトで公表している当社が認めた暗号資産を除きます。） 

(5)加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの。 

(6)前各号に掲げるもののほか、当社が定め当社ウェブサイトで公表しているもの。 

第 9条（カードショッピングの利用制限） 

1. 会員は、次のいずれかに該当する場合には、カードショッピングの利用が制限され又はカードショッピングの利用

ができない場合があります。 

(1)当社又は加盟店が特に定める利用金額、商品券・ギフトカード・プリペイドカードその他の金券類等の一部の商

品・権利・サービス。 

(2)金、銀、プラチナその他貴金属の地金並びにこれらの地金型貨幣。 

(3)前各号に掲げるもののほか、当社が定め当社ウェブサイトで公表しているもの又は加盟店が定めるもの。 

2.当社が前項の制限にかかわらず、例外的にこれらに該当するカードショッピング利用を許諾する場合には、あらか

じめ会員からの書面による申請を受け、これに対して当社が当社所定の書面で明示的に許諾の意思を表示した場合に

限られるものとし、単にカードショッピングが利用できたことをもって、当社が前項の例外を許諾したものと解して

はならないものとします。 

 

信用情報機関が保有する信用情報の利用及び信用情報機関への信用情報の提供 

1.会員は、信用情報機関が保有する信用情報に関して下記の事項に同意します。 

(1)当社は、会員の本人を特定するための情報（氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等）

を、当社が加盟する信用情報機関（注）及びこれと提携する信用情報機関（以下「提携信用情報機関」といいま



す。）に提供し、会員に関する信用情報第 3項第 1号に定める情報をいいます。以下同じ。）をこれら信用情報機関

に照会します。 

(2)上記、第 1項の照会により、これら信用情報機関に会員の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供

を受け、会員の支払能力・返済能力の調査のために利用します。 

(注)個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者（以下「加盟事業者」といいま

す。）に提供することを業とするものをいいます。 

2.会員は、信用情報機関への信用情報の提供に関して下記の事項に同意します。 

(1)当社は、会員に係る本契約に基づく別表 1に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これ

らの信用情報は、当該信用情報機関において別表１に定める期間保有され、第 3項に記載のとおり利用されます。 

(2)上記、第 1項により、当社が提供する信用情報は下記のとおりです。 

a)株式会社シー・アイ・シー 

会員の本人を特定するための情報（氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先

電話番号、等）。本契約内容に係る情報（契約の種類、申込日、契約日、契約額又は極度額、貸付額、商品名及びそ

の数量／回数／期間、支払回数、等）。支払い等に係る情報（請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定

額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等）の全部又は一部。 

b)株式会社日本信用情報機構 

本人を特定するための情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記

号番号等）、契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその

数量等、支払回数等）、返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、

延滞解消等）、及び取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等）の

全部又は一部。 

3.会員は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関及び提携信用情報機関の加盟事業者による会員の支払能力・返

済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、及び加盟事業者に提供するこ

とに同意します。 

(1)当社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。 

a)上記、第 2項第 1号により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報 

b)信用情報機関が収集した a)以外の情報 

c)信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報 

(2)当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。 

a)信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理 

b)信用情報の分析等の処理及びそれに基づく数値等の情報の算出 

(3)当社が加盟する信用情報機関は、信用情報（上記、第 1項第 1号から第 3号）を加盟事業者へ提供します。また、

信用情報（上記、第 1項第 1号）を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。 

4.当社が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関は下記のとおりです。 

(1)当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用

情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面（電磁的記録を含みます。）により通知し、同意

を得るものとします。 

●株式会社シー・アイ・シー（割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関） 

ナビダイヤル：0570-666-414 

URL（https://www.cic.co.jp/） 

※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的及び利用方法、同社が実施する「クレ

ジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。 

●株式会社日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報機関） 



ナビダイヤル：0570-055-955 

URL（https://www.jicc.co.jp/） 

※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 

(2)提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。 

●全国銀行個人信用情報センター 

TEL.03-3214-5020 

URL（https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/） 

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧くださ

い。 

 

別
表
１ 

登録情報 

 

会社名 

1.本契約に係る事実 

（本人を特定するための

情報及び申込みの事実） 

2.本契約に係る事実 

（本人を特定するための

情報及び本契約に係る客

観的な取引事実） 

3.左記、本契約に係る事

実に債務の支払いを延滞

した事実が含まれる場合 

登 

録 

期 

間 

株式会社 

シー・アイ・シー 

（ C  I  C ） 

当社が信用情報機関に照

会した日から 6ヶ月間 

契約期間中及び契約終了

後 5年以内 

契約期間中及び契約終了

後 5年間 

株式会社 

日本信用情報機構 

（ J Ｉ Ｃ Ｃ ） 

当社が信用情報機関に照

会した日から 6ヶ月以内 

契約継続中及び契約終了

後 5年以内（但し、債権

譲渡の事実に係る情報に

ついては当該事実の発生

日から 1年以内） 

契約継続中及び契約終了

後 5年以内 

 

【相談窓口】 

1．商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。 

2．本規約についてのお問合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ、

ご相談及び支払停止のお申出の内容に関する書面（第二章第 7条第 4項）については、下記にご連絡ください。 

 

株式会社ジャックス 

カスタマーセンター（お客様相談室） 

〒194-8570 東京都町田市南町田 5-2-1 

南町田 5丁目ビル 

0570-002277 

HUD250430 


